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会 議 録 

会 議 名 平成 28 年度 第 1 回 目黒区環境審議会 

日 時 平成 28 年 4 月 26 日（火）午後 6 時 30 分～午後 7 時 45 分 

会 場 目黒区総合庁舎本館地下 1 階 第 15・16 会議室 

出 席 者 委員）河野委員、川原委員、松嶋委員、松田委員、倉田委員、伊原委員、坂本委員、

藤橋委員、髙林委員、日比野委員、百瀬委員、松戸委員、原委員、若林委員、

香月委員、伊藤委員、髙德委員、中島委員 

合計 18 名 

区職員）環境清掃部長、環境保全課長、清掃リサイクル課長、清掃事務所長 

合計 4 名 

傍 聴 者 有・ ■無 

配 布 資 料 （事前配布資料） 

資料 28‐1‐1 目黒区環境基本計画の位置づけについて 

資料 28‐1‐2 現行計画における重点プロジェクトの進捗状況について 

資料 28‐1‐3 専門委員会での検討状況について 

資料 28‐1‐4 専門委員会での議論を踏まえた重点プロジェクト及び施策体系の 

        検討状況について 

資料 28‐1‐6 平成 28 年 4 月以降の改定スケジュールについて 

資料番号なし  目黒区環境基本計画(平成 24 年 3 月改定)(概要版) 

資料番号なし  目黒区一般廃棄物処理基本計画(平成 28 年 3 月改定)(本編/概要版) 

資料番号なし  目黒区みどりの基本計画 (平成 28 年 3 月改定)(本編/概要版) 

資料番号なし  東京都環境基本計画(平成 28 年 3 月改定)目次 

資料番号なし  平成 27 年度第 3 回目黒区環境審議会会議録 

（当日配布資料） 

資料 28‐1‐5 新計画における施策体系のイメージ図 

資料 28‐1‐7 「エコまつり・めぐろ 2016」の開催について 

資料 28‐1‐8 本日の議事についてのご意見 

資料番号なし  目黒区環境審議会委員名簿(平成 28 年 4 月 26 日現在)&座席表 

会 議 次 第 

 

１ 開  会 

２ 議題 

（１）審議事項 

 ア 重点プロジェクトについて 

 イ 平成 28 年 4 月以降の改定スケジュールについて 

３ そ の 他 

４ 閉  会 
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１ 開 会 

○環境保全課長 

（１）出席者数及び定足数の確認 

（２）傍聴者の確認 

（３）配布資料の確認 

（４）松戸委員への委嘱状の交付 

２ 議題 

（１）審議事項 

 ア 重点プロジェクトについて 

○環境保全課長 

（資料２８－１－１～資料２８－１－５に基づき、説明を行った。） 

○会長 

 昨年度の専門委員会では非常に活発に議論いただき、専門的な意見を多数いただい

た。ひとについてはすべての施策分野の基盤であり、区民の行動を促してひととひとと

をつなぐことが重要であるという認識は共通していた。そのため、今回提示した施策体

系案は、人を根底に据えた形となっている。お気づきの点や質問があれば発言をお願い

したい。 

○委員 

 資料２８－１－２について、地球温暖化防止はよいが、書かれていることが漠然とし

ている印象を受ける。まず、目黒区ではどの程度のエネルギーがどのように使われて

CO2がどこでどの程度排出されているかという全体像を把握したうえで、どのように施

策を進めていくかということを考えていく必要がある。また、目黒区ではごみ処理に力

を入れており、データ等も採られていると思うが、資料からはそうしたことが読み取れ

ない。地味ではあるが大事なことなので、もう少し記述したほうがよいのではないか。 

○環境保全課長 

 エネルギー消費についてはデータを採っている。次回以降、施策をご議論いただく際

に資料としてお示しする。今回はまず重点プロジェクトを検討したため、細かい数字は

出していない。 

○委員 

 細かい数字の前に、全体像を把握する必要があるのではないか。 

○環境保全課長 

 全体像が把握できる資料は用意させていただく。ごみ処理については、資料２８－１

－２ではあまり目立っていないが、例えば現行計画で「基本目標 2 ライフスタイルの

転換で環境を守りはぐくむ」の施策目標として設定している「ごみの発生抑制」「ごみ

の適正処理の推進」等が関係してくる。改定計画における細かい施策については、今後

の審議会で議論いただきたい。 

○委員 

 重点プロジェクトの 3 テーマと施策体系案のイメージ図の関連性について説明いた

だきたい。 
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○環境保全課長 

 資料２８－１－２は、現行計画の重点プロジェクトの進捗状況として、主な実績や成

果と課題を整理したものである。資料２８－１－５は、それを踏まえた今後の施策体系

の案をお示ししている。 

○委員 

 資料２８－１－２の「テーマ 3 地球温暖化対策の推進」のレベル 3 の取組みの課題

として、スマートコミュニティ、スマートシティの実現に向けた環境整備とあるが、少

し詳細を説明いただきたい。 

 資料２８－１－５の施策体系案については、区民が目黒区の環境づくりに参加してい

くことが非常に重要と考えている。施策体系図では、ひと分野の重点テーマとして「育

てる」「つながる」「広がる」の 3 つが示されているが、住民参加に関して具体的な施策

としてどのようなものが該当するか不明である。 

○環境保全課長 

 スマートコミュニティやスマートシティは簡単に言えば、まち全体の太陽光発電等に

よる余剰電力をネットワーク化し、まち全体で融通し合うなど、効率的にエネルギーの

管理をしていくという概念である。研究開発がこれから進展していく分野であり、現行

計画でもあまり踏み込んで記述していないため、資料２８－１－２では課題として整理

している。 

 資料２８－１－５は、施策の目標の中で人や団体との協働が想定されるものについ

て、右側のひと分野の欄に●印を記載している。具体の施策については今後の専門委員

会で議論いただく。また、現行計画の施策の中では環境教育や環境学習といった、人材

や団体の育成に関わる施策は個別の施策として必要と考えられるため、基本方針とし

て、人づくり分野を設定した。 

○委員 

 施策体系案の人づくり分野は、現行計画の「基本目標 3 環境を守りはぐくむ人づく

り」の「基本方針 3-1 人を育てて行動を促す」に相当すると思うが、現行計画の「基

本方針 3-2 人のつながりを育てる」の部分は施策体系案の人づくり分野には含まれて

いない。これは、現行計画を推進する中で既に達成されたため施策体系には記載してい

ないということか。それとも、人づくり分野以外の新たな基本方針の中に含まれるとい

うことか。 

○環境保全課長 

 ご指摘のとおり、現行計画の「基本方針 3-2 人とのつながりを育てる」に該当する

部分を、右側の重点テーマで示している。テーマは「育てる」「つながる」「広がる」に

は限らないと思うが、こうした観点が重要であると考えている。 

○会長 

 他にご意見はあるか。 

○副会長 

 下の人づくり分野の施策で育成、強化され増加した人材が、ひと分野で取り上げるそ

れぞれの施策に参加していくというイメージの施策体系ということか。 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の結果

及び 

主要な発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境保全課長 

 そのとおりである。 

○副会長 

 それらの具体的な施策については今後、専門委員会で議論していくということか。 

○環境保全課長 

 そのとおりである。また、重点テーマとして「育てる」「つながる」「広がる」の 3

つを挙げているが、よりよい言葉があれば、ご意見をいただきたい。また、基本方針は

現在「〇〇分野」として扱う内容を示しているが、より分かりやすい表現についてもご

意見があればお聞かせいただきたい。 

○委員 

 重点テーマには、次世代に継いでいくという視点が必要ではないか。「育てる」「つな

がる」「広がる」「受け継ぐ」といった形で表現してはどうか。 

○委員 

 基本方針の「〇〇分野」という表現は、何か簡潔なキャッチフレーズに変更するとい

う理解でよいか。 

○環境保全課長 

 その予定である。もしご意見があれば、本日お聞きして検討したうえで、次回の専門

委員会でお示ししたい。 

○委員 

 「育てる」「つながる」「広がる」とあるが、参加の仕方が漠然としている。区民が主

体的に意識を持って参加し、つながっていくということを表す表現があるとよいのでは

ないか。 

○委員 

 区民にとって一番分かりやすいのは、低炭素分野や生活環境分野ではなく、みどり分

野だと思う。みどりについて、ぜひ一生懸命取り組んでいただきたい。 

○委員 

 現行計画の基本目標は「1 良好な生活環境を守りはぐくむ」「2 ライフスタイルの

転換で環境を守りはぐくむ」「3 環境を守りはぐくむ人づくり」となっている。意識的

な変化を促していくという意味で「ライフスタイルの転換」という言葉がよいと考えて

いたが、新たな基本方針についても、進行している環境の悪化を変えていこうという意

識を示すような表現にしたい。 

○環境保全課長 

 環境像の「地域と地球の環境を守りはぐくむまち」は現行計画と同じでよいと考えて

いる。基本方針を分野別にするとライフスタイルの転換といった現行計画の表現を入れ

るのは難しいかもしれないが、低炭素分野や循環型分野につながっていくものであり、

表現しやすい部分でキャッチフレーズとして用いることは可能かと思う。 

○委員 

 「節電」などのキーワードもあるが、現状の中で工夫するというよりも、現状を根本

から変えていくという意識をもう少し表現できるとよい。 
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○環境保全課長 

 低炭素分野の施策目標には低炭素ライフスタイルの普及といった項目を挙げている

ので、低炭素分野の基本方針に加えるということも考えられる。 

○委員 

 人づくり分野についていろいろな施策が記載されているが、環境教育等により人を育

てた後、その人たちをどうしていくかということについては、今後議論しないのか。 

○環境保全課長 

 人づくり分野の施策を通じて人材を育成した後は、その他の分野の施策を推進してい

く際に、連携して活躍していただくことを理想の形として想定している。個別の施策の

話となるので、今後それぞれの施策について議論いただく中で検討したい。 

○副会長 

 いまのご指摘は非常に重要である。例えば講習会等の人づくりの施策で育成される人

材と、その他分野の施策とのマッチングといったものを表現してもよいのかもしれな

い。 

○委員 

 例えば括弧書きで具体的な施策が表記されていたりすると、より深く話ができるので

はないかと思う。何度も別紙を参照するような形では議論がしにくい。 

○環境保全課長 

 逆にそうした施策が重点テーマの中にいくつか入ってくるかもしれない。 

○委員 

 非常に狭い歩道に電柱が立っていて、そのすぐ横を車が時速 40 ㎞位で通っていくた

め非常に危険だと聞いている。電柱の地中化について区としての考え方を打ち出し、計

画で触れて欲しい。 

○環境保全課長 

 電線地中化では変圧器を地上に設置し、電線を収容するボックスを設置する幅が必用

となるが、目黒区内は狭い道路や一方通行が多く、地中化は難しい。 

○副会長 

 施策体系案にはパターン1とパターン2があるが、次回の専門委員会で議論するので、

どちらがよいかということについてもご意見をいただきたい。 

○委員 

 パターン 1 とパターン 2 の違いは何か。 

○環境保全課長 

 パターン 1 とパターン 2 の違いは基本方針の分野の分け方である。パターン 1 は低

炭素分野として 6 つの施策目標をまとめている。パターン 2 ではその 6 つの施策目標

のうち、低炭素ライフスタイルの普及、事業活動の低炭素化、ヒートアイランド現象の

緩和をまとめて低炭素分野とし、ごみの発生抑制、円滑な資源循環、ごみの適正処理の

推進をまとめて循環型分野とした。両者の違いはその部分だけである。 

○副会長 

 私はパターン 2 がよいと考えている。低炭素とごみ問題は、やはり一つにするのは難
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しい。また、パターン 2 の構成は、東京都の環境基本計画の位置づけとも整合が取れて

いる。 

○委員 

 パターン 2 のように基本方針の中に循環型という言葉が入っている方がよい。 

○委員 

 パターン 2 は東京都の位置づけに合わせたという理解でよいか。 

○環境保全課長 

 都との整合性ということもあるが、事務局としては副会長のご指摘のとおり、低炭素

分野でごみ問題を扱うのは難しいこと、循環型社会形成ということが大きな課題になっ

ており、分けた方が施策を設定しやすいということから 2 つのパターンを設定した。 

○委員 

 パターン 2 の分野の設定は目黒区独自の設定か、東京都の位置づけに合わせたもの

か。 

○環境保全課長 

 区の独自の考えと申し上げてもよい。また、低炭素という表現は、地球温暖化対策と

もいえるかと思う。広い意味で低炭素としているが、今後の議論によっては地球温暖化

対策等の別の表現にすることも考えられる。 

○委員 

 必要であればパターン 1 の中で地球温暖化対策と記載してもよいのではないか。低炭

素分野といった表現は難しい印象を与える。 

○環境保全課長 

 分かりやすい表現にしなければいけないので、次回の専門委員会でお示ししたい。 

○委員 

 低炭素といったトップダウン的な視点からの表現ではなく、ひととひとがつながると

いった、ボトムアップ的な視点から簡単な言葉で訴求するような表現にしていただける

とよい。 

○委員 

 地球温暖化の原因となる物質は炭素だけではない。やはり何らかの別の表現が必要と

思う。 

○委員 

 環境基本計画ではアスベストを取り上げているが、有害物質による汚染の防止の項目

で、最近注目されているプラスチックの問題、特にマイクロプラスチックは地球規模の

問題となっている。生活とかなり密接につながっている問題なので、どこかで触れてい

ただきたい。 

○環境保全課長 

 マイクロプラスチックは研究途上の問題であり、施策として取り上げることは難しい

が、そうした問題が起きていることに触れることはできると思う。しかし、区のレベル

でマイクロプラスチックの発生防止や除去対策といった施策を実施できるかというと、

難しい。施策については、今後ご議論いただく。 
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○委員 

 私が居住している地区では世代交代が非常に加速しており、例えば 100 坪で 1 軒だ

った土地が 25 坪ずつ 4 軒に分割され、それまであった樹木が伐採されるということが

あり、みどりが急速になくなっている。こうしたことへの対策あるいは行政指導につい

て計画の中に盛り込んでいただきたい。 

○環境保全課長 

 みどりの保全はみどりと公園課の担当になる。平成 28 年 3 月にみどりの基本計画を

改定した。区民アンケート等によると目黒区はみどりの多い区だというイメージが強

く、そのイメージは宅地等の民有地のみどりによって生み出されている。区議会の常任

委員会等でもご意見をいただいているが、民有地が細分化された場合の樹木の保存は事

務局も課題であると認識している。今回また、そうしたご意見をいただいたということ

で、担当所管にお伝えさせていただく。 

○副会長 

 行政的手法としては、例えば風致地区を指定して緑化を義務づけるといった手法はあ

り、実際に実施している自治体もあるが、そうすると土地の資産価値が変わってくる。

法的には実行可能な行政手法であるが、個人資産への影響を与えてよいかという点で、

区民の皆さんの意向が関係してくる。 

○環境保全課長 

 新たなみどりの基本計画でも、民有地の緑化については施策を拡充し、力を入れてい

くということになっている。施策としては沿道部や屋上、壁面の緑化に対する助成を行

っている。民有地の緑化対策としては、そうした施策を進めていくことになると考える。 

○委員 

 生け垣などの沿道部緑化への助成などをもっと PR するとよいのではないか。 

○環境保全課長 

 ご意見を担当所管にお伝えさせていただく。 

○委員 

 みどりを保存するには手間もお金もかかり、維持していくのは本当に難しいため、保

存に対する助成を行っていくべきである。みどりを切るのは簡単だが、同じだけのみど

りを育てることは一朝一夕ではできない。ぜひ新規指定をしていただきたい。 

○環境保全課長 

 ご意見を伝えさせていただく。 

○会長 

 この議題はこのあたりで 1 回締めたい。今後の専門委員会では計画のアウトライン等

も検討する予定である。次回はより具体的な資料で議論が活発になることを期待する。

目黒区固有の視点がより出てくるのではないか。 

イ 平成 28 年 4 月以降の改定スケジュールについて 

○環境保全課長 

 （資料２８－１－６に基づき、説明を行った。） 
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○会長 

 ただいま事務局から 4 月以降のスケジュールについて説明があったが、ご意見等はあ

るか。 

（特になし） 

 

３ その他 

○環境保全課長 

 お知らせが 2 点ある。1 点目は次回の環境審議会の開催予定である。先程の説明どお

り、7 月の開催を予定しており、日程等については後日開催通知でお知らせする。2 点

目が「エコまつり・めぐろ 2016」のご案内である。エコまつりは、エコライフめぐろ

推進推進協会が区内の諸団体との協働、協力により開催しており、昨年度までは 12 月

に開催していたが、平成 28 年度は環境月間である 6 月 12 日（日）10 時～15 時に開催

する。ぜひ委員の皆様も足を運んでいただければと思う。 

○会長 

 以上の 2点についてご意見等はあるか。 

（特になし） 

 

４ 閉会 

○会長 

今日の議事について質問、ご意見等があれば、資料２８－１－８に記入して 5 月 13

日（金）までにご提出いただきたい。以上で平成 28 年度第 1 回目黒区環境審議会を終

了する。 

 

以   上 


